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◇はじめに◇ 

 いじめは、人間として絶対に許されない行為です。本市においても、いじめ問題を深刻な社会 

問題として捉えており、すべての学校において、いじめの未然防止や早期発見・早期解消に努め 

ています。 

 また、体罰も決して許されない行為です。学校では子どもの人権に関わる問題であることを認 

識して、体罰の根絶に取り組んでいます。 

 さらに、学校においては、学校と子ども、保護者又は地域住民との間で生じた、こじれてしま 

った問題を解決することにも苦慮しています。 

 

 本市においては、これまで、教育委員会と学校、家庭、地域社会、関係機関等が一体となって、 

これらの課題を解決するため、「いじめ・体罰の根絶に向けて」の教育長メッセージを発する等 

を含めて、様々な取組を進めてきました。 

 しかしながら、全ての課題の解決には至っておらず、本市としては、なおいっそう、教育委員 

会と学校、家庭、地域社会、関係機関等との連携を深め、これらの課題を解決する取組を推進し 

ていく必要があります。 

 

 そのためには、市民が、これらの課題意識を共有するとともに、自己の役割を認識して、いじ 

めの防止等、体罰の根絶及び学校問題の解決に取り組み、子どもが安心して過ごすことができる 

環境づくりの実現に努めることが大切です。 

 

 また、子どもの健やかな成長は、社会全体の切なる願いです。これから社会に巣立つ子どもた 

ちが、将来の夢を描きながら生き生きと成長していくことができる社会を実現していくことは、 

私たち大人の責務です。 

 そして、横須賀市の全ての子どもたちが、明るい笑顔で楽しく充実した学校生活が送れるよう 

にすることが求められています。 

 

 横須賀市教育委員会では、国の「いじめ防止対策推進法」（平成25年法律第71号）及び「横須 

賀市いじめ等の対策に関する条例」に基づき、いじめの防止等、体罰の根絶及び学校問題の解決 

に関する対策を総合的かつ効果的に行われるようにするため、平成26年７月「横須賀市いじめ等 

の対策に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）を定めました。 

 

 このたび、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」が改定されたことから、その内容を反 

映させるため、市の基本方針を改定することとしました。国及び神奈川県の基本方針に則り、い 

じめ等の対策を進めます。 
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第１編 いじめの防止等 

 

 第１章 いじめ防止等のための対策の基本的な考え方 

 

  １ いじめの定義、基本理念 

    いじめは「当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒等が行う、心理的または物理的な影響を与える 

   行為であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されています。 

    いじめは、人間として決して許される行為ではなく、どこでも、どの子にも起こる可能性がある人権 

   侵害行為です。そこで、いじめを未然に防止し、子どもたち一人ひとりが輝くことを目指すための理念 

   として、次の５つを掲げます。 

   (1) いじめを防止するために、あらゆる機会を通して、大人たちから子どもたちへ「いのち」（注）はか 

    けがえのない大切なものであると伝え、「いのち」を大切にする心を育む教育活動に取り組みます。 

   (2) いじめはどの子どもにも、どの集団にも、どの学校にも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権 

    侵害行為であるという認識に立ちます。 

   (3) いじめを防止するためには、学校だけの問題とすることなく、広く社会全体が真剣に取り組む必要 

    があります。 

   (4) 子どもの健全育成を図り、いじめのない子ども社会を実現するためには、学校、保護者、地域など、 

    市民がそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力し、活動する必要があります。 

   (5) 子どもは、安心して豊かに生活できる集団を築き、いじめを許さない子ども社会の実現に努めます。 

 

  ２ いじめ防止に向けた方針 

    いじめの未然防止のためには、広く社会全体で取り組む必要があります。 

    市、学校、保護者、市民及び関係諸機関等は、それぞれの責務や役割を自覚し、法に基づいたいじめ 

    の防止等に努め、主体的かつ相互に連携・協力していじめから子どもを守り、子どもが安心して学び、 

    健やかな成長を実現する環境づくりを推進するために取り組むこととします。 

 

   （注）「いのち」とは、「連続性や有限性を有する、生物的・身体的生命に限ることではなく、その関係性や精神性におい 

      ての、社会的・文化的生命、さらには人間の力を超えた畏怖されるべき生命」として捉える。（小・中学校学習指導 

      要領解説特別の教科道徳編より） 

 

 第２章 いじめ防止のための基本的施策・措置 

 

  １ 地方公共団体として実施する施策 

   (1) 相談、通報体制の整備について 

    ①誰もが安心して相談できる教育相談窓口を整備します。 
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    ②子ども、保護者、市民の電話相談として「こどもの悩み相談ホットライン」を実施します。 

   (2) 学校、家庭、地域社会、関係機関等との連携 

    ①事案に応じて、警察と連携して対応します。 

    ②インターネットを通じて行われるいじめに対して、神奈川県教育委員会と連携して対応したり、民 

     間団体と連携して保護者や地域へ未然防止のための啓発を行ったりします。 

    ③自治会や民生委員、主任児童委員等と連携して家庭や地域で子どもたちを見守る活動をすすめます。 

    ④広報よこすかや市のホームページ、リーフレット等を通じて、いじめ防止等に関する啓発や、相談 

     体制などの広報を行います。 

   (3) いじめの未然防止や早期発見、早期対応に関すること 

     保護者、学校、教育委員会からの依頼に応じて、横須賀市いじめ等課題解決専門委員会を開催し、 

     適切な措置を講じます。 

 

  ２ 学校の設置者として実施する施策 

   (1) いじめの未然防止や早期発見、早期対応に関すること 

    ①各学校に相談員を配置したりスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを派遣したりし 

     て、各学校の教育相談体制を整備します。 

    ②いじめの対応に関する教職員への研修を行います。 

   (2) 学校との連携 

    ①子どもや保護者、市民からいじめの相談を受けたときは、速やかに学校と連携して、早期解決のた 

     めに必要な措置を講じます。 

    ②学校からいじめの報告を受けたときは、必要に応じて学校への支援を行い、必要な措置を講じます。 

 

  ３ 学校が実施する施策 

   (1) 学校いじめ防止基本方針の策定 

    ①学校としてどのようにいじめ等の防止の取組を行うか、基本的な方向や取組の内容等を定めます。 

    ②学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校の評価に位置付けるよう努めます。 

   (2) 組織を活用した対応 

    ①各学校に設置する学校いじめ防止対策委員会を活用し、学校におけるいじめの未然防止、早期発見、 

     早期対応、組織的な対応を行います。 

    ②いじめに関するわずかな兆候や懸念、子どもからの訴えを教職員だけで抱え込まずに、学校として 

     対応するため、前述の組織を活用するなど適切に対応します。 

   (3) 学校におけるいじめの未然防止や早期発見、早期対応に関すること 

    ①人権教育、道徳教育、体験活動等の充実を図ります。 

    ②子どもが主体的に行ういじめ防止のための取組を推進します。 

    ③教職員の資質向上のための研修を行います。 
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    ④定期的なアンケートや教育相談を実施して、子どもがいじめを訴えやすい体制を整えます。 

    ⑤いじめがあったことが確認された時あるいはいじめの疑いがある場合は、学校はいじめを受けた子 

     どもを最後まで守り通すことを旨として、子ども及びその保護者に対して必要な支援を行います。 

    ⑥いじめを受けている子ども、及びいじめを行った子どもと双方の保護者に対し、事実を速やかに伝 

     え、適切な対応が行えるよう保護者の協力を求めるとともに、継続的な支援を行います。 

    ⑦いじめを受けた子どもやいじめを行った子どもの立ち直りを支援するため、関係機関との連携を図 

     ります。 

    ⑧特に配慮が必要な児童生徒に係るいじめについては、当該児童生徒の特性を踏まえ、日常的かつ継 

     続的な支援を行います。 

 

第２編 体罰の根絶 

 

 第１章 体罰の基本的考え方 

   体罰は、学校教育法で禁止されており、子どもの心に深い傷を残し、保護者・地域との信頼関係を著し 

  く損なう等、多大な影響を与えるため、決して許されるものではありません。 

   体罰とは、教職員等が子どもに対して叩いたり蹴ったり、転ばせたりするなど、身体に対する侵害や身 

  体的苦痛を与えるような行為をいいます。人格を否定するような暴言や威圧的な態度等、子どもを深く傷 

  つける行為は、体罰と等しい行為です。 

 

 第２章 体罰根絶のための基本的施策 

 

  １ 地方公共団体として実施する施策 

   ○相談、通報体制の整備について 

    ①誰もが安心して相談できる教育相談窓口を整備します。 

    ②子ども、保護者、市民の電話相談として「こどもの悩み相談ホットラインを実施します。 

 

  ２ 学校の設置者として実施する施策 

   (1) 体罰によらない指導の充実 

     体罰によらない指導の工夫について研修等を行い、教員の資質の向上を図ります。 

   (2) 相談・通報体制の整備 

     各学校に相談員を配置したりスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを派遣したりし 

     て、各学校の教育相談体制を整備します。 

   (3) 体罰の未然防止や早期発見、早期対応に関すること 

    ①体罰の未然防止、対応に関する教職員への研修を行います。 

    ②子どもや保護者、市民から体罰の相談を受けたときは、速やかに事実の確認行い、必要な措置を講 
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     じます。 

    ③学校から体罰の報告を受けたときは、必要な措置を講じます。 

 

  ３ 学校が実施する施策 

   (1) 体罰によらない指導の充実 

    ①学校においては、指導体制の構築等により、体罰を許さない学校づくりを実践します。 

    ②教職員の資質向上のための研修を行います。 

   (2) 相談・通報体制の整備 

    ①体罰に関するわずかな兆候や懸念、子どもからの訴え等があった場合は、直ちに校長に報告します。 

    ②子どもの生活に関するアンケートや教育相談を実施し、子どもが体罰を訴えやすい体制を整えます。 

 

  ４ 体罰発生時の対応 

   (1) 学校の施策 

    ①学校は、子どもの怪我の状況を素早く確認して対処するとともに、体罰が発生した経緯と状況を明 

     らかにします。 

    ②学校は、体罰が発生した経緯と状況を保護者に説明します。また、速やかに教育委員会に報告をし 

     ます。 

    ③学校は、体罰を加えた教職員に対しては、聞き取りを行い、必要な措置を行います。 

   (2) 学校の設置者として実施する施策 

    ①学校からの報告を受け、体罰が発生した状況について詳細に把握します。 

    ②体罰による重大事態が発生したときは、横須賀市いじめ等課題解決専門委員会より適切な措置を講 

     じます。 

    ③体罰の状況に応じて横須賀市教育委員会に報告をします。 

 

第３編 学校問題の解決 

 

 第１章 学校問題の基本的考え方 

 

   学校においては、学校と子ども、保護者又は地域住民等との間に様々な問題が起こり、子どもの学校生 

  活に支障をきたす等、憂慮すべき現状があります。 

   学校問題とは、学校と子ども、保護者又は地域住民等が、話し合いを重ねても解決に至らず、結果とし 

  て子どもの学校生活に大きな影響を及ぼすものをいいます。 

 

 第２章 学校問題解決のための施策 
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  １ 学校が実施する施策 

   (1) 学校は、事実の経緯と状況を明らかにします。 

   (2) 学校は、保護者又は地域住民等に対し、事実の経緯と状況について説明するとともに、学校として 

    の方針を決定します。 

   (3) その上で合意や納得が得られないときには、横須賀市いじめ等課題解決専門委員会に調整を依頼し 

    ます。 

 

  ２ 地方公共団体が実施する施策 

    横須賀市いじめ等課題解決専門委員会が独自に調査を行ったり解決策を協議したりして、教育委員会 

   や学校及び保護者等に対し、助言や指導を行います。 

    ①学校は、学校問題の事実関係の調査を行い、その対応の経緯と合わせて報告書を作成し、教育委員 

     会を通していじめ等課題解決専門委員会に提出します。 

    ②横須賀市いじめ等課題解決専門委員会は、保護者又は地域住民等から事実関係の聞き取りを行い、 

     解決策を協議します。次に、第三者機関として公平中立の立場で解決策を提示し、調整を図ります。 

    ③横須賀市いじめ等課題解決専門委員会は、解決策について、教育委員会や学校及び保護者等に助言 

     や指導を行います。 

 

第４編 重大事態への対応 

 

 第１章 いじめ等による重大事態の発生 

 

  １ いじめ等による重大事態とは 

    いじめ等の重大事態については、国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」により適切 

   に対応します。 

   (1) いじめ、体罰、学校問題により、子どもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると 

    認めるとき。 

   (2) いじめ、体罰、学校問題により子どもが相当の期間、欠席を余儀なくされている疑いがあると認め 

    るとき（不登校の定義を踏まえ年間30日間を目安とする）。 

 

 第２章 いじめ等による重大事態への対処 

 

  １ 重大事態への対処 

   (1) 重大事態の発見と対処 

    ①学校が調査主体となる場合は、学校に置かれた学校いじめ防止対策委員会が母体となり、事態の性 

     質に応じて適切な専門家を加えることができます。 
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    ②教育委員会が主体となる場合は、教育委員会の附属機関である横須賀市いじめ等課題解決専門委員 

     会が調査等を行います。 

    ③事実関係を明確にするための調査の実施は、公平・公正な立場から実施され、当該事態への対処や 

     同種の事態の再発防止を図ることを目的とします。 

   (2) 調査結果の提供及び報告 

     学校または教育委員会は、いじめ等を受けた子ども及びその保護者に対して、事実関係等その他の 

    必要な情報を適切に提供します。 

 

  ２ 緊急支援 

    重大事態が起きたとき、教育委員会は、子どもの心のケアのために心理職及び指導主事を派遣して緊 

   急支援にあたります。 

 

第５編 いじめ等の対策のため体制 

 

  １ 学校におけるいじめ等の対策のための組織 

    当該校の複数の教員等により構成される学校いじめ防止対策委員会を組織します。この組織には、地 

   域住民や心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員、警察官経験者など外部専門家の参加を求めます。 

 

  ２ 横須賀市支援教育推進委員会の活用 

    学校、教育委員会、学識経験者、医師、関係団体の代表者、市民、その他関係者により構成され、横 

   須賀市いじめ等の対策のための連絡協議を行います。 

 

  ３ 横須賀市いじめ等課題解決専門委員会の設置 

    学校におけるいじめ等の対策を実行的に行うために、教育委員会の附属機関として横須賀市いじめ等 

   課題解決専門委員会を設置します。この委員会は、弁護士、医師、臨床心理士、学識経験者、福祉関係 

   者等の専門的知識及び経験を有する者で構成されます。 

    上記専門委員会は、２つの役割を有します。 

    ①学校では解決が困難な案件についての助言等 

     いじめ、体罰、学校問題事案が生じ、保護者、市民、学校からの要請があったときに、学校や保護 

     者等からの相談を受け、学校問題の解決を図るための方針や対処を決定し、教育委員会や学校及び 

     保護者等に対し専門的な助言や指導を行います。 

    ②重大事態が発生した場合の調査検証 

     重大事態の重篤な事案が生じて、調査検証が必要になったときに、事実確認等の調査を行い、事案 

     の検証を行います。 
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学校いじめ防止基本方針 

１．いじめの防止等に関する基本的な考え方 

 

 【いじめの定義】 

   法第２条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学 

  校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理 

  的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該 

  行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

  いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長 

 及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさ 

 せる恐れがあります。本校では、すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した 

 様々な活動に取り組むことができるように、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、いじ 

 めの未然防止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適 

 切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定めます。 

  また、「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施状況を学校評価に位置付け、いじめ 

 防止のための取組の改善を図ります。 

 

２．いじめ防止等に取り組むための校内組織 

  いじめの防止等を実効的に行うため、以下の構成員により「学校いじめ防止対策委員会」を 

 設置します。また、学校の教職員がいじめを発見したり相談を受けたりした場合には、速やか 

 に「学校いじめ防止対策委員会」に報告し、組織的に対応します。 

   【全日制】学校いじめ防止対策委員会 

学校内 学校外 

米 持 正 伸 校   長 松 本 敬之介 学校運営協議会委員 

北 川 貴 章 副 校 長 北 尾 和 人 学校運営協議会委員 

河 野 裕 一 生活指導総括教諭 黒 澤 治 樹 校   医 

山 田 理 加 支援教育コーディネーター 岩 村 ゆかり 校   医 

八 島 早 苗 養護教諭   

井 上 大 生 １年次担当   

遠 藤 大 地 ２年次担当   

久 保 翔太郎 ３年次担当   

八 木 阿 紀 スクールカウンセラー   
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   【定時制】学校いじめ防止対策委員会 

学校内 学校外 

米 持 正 伸 校   長 松 本 敬之介 学校評議員 

吉 村 修 一 教   頭 北 尾 和 人 学校運営協議会委員 

山 根 義 博 生活指導総括教諭 吉 澤 雄 介 校   医 

石 渡 えり子 支援教育コーディネーター   

(石 渡 えり子) 養護教諭   

髙 橋 耕 介 １年次担当   

大 古   聡 ２年次担当   

長 田   凪 ３年次担当   

本 多 純一郎 ４年次担当   

松 下 史 子 スクールカウンセラー   

 【会議の開催形態】 

  ①「校内いじめ防止対策委員会」（日常的な関係者の会議） 

    生徒の問題行動等に係るに情報の共有、いじめの防止等に係る取組方針の企画立案など 

   のための打ち合わせを行います。いじめ事案発生時は緊急会議を開いて対応を協議し、原 

   則として月１回開催します。 

   〔活動内容〕 

    ＊いじめ対応への検討・対応方針の決定 

    ＊いじめ相談・通報対応 

  ②「学校いじめ防止対策委員会」全体会 

    外部関係機関を含めたすべての構成員が集まり、いじめ防止等の取組の検討、検証を行 

   います。 

   〔活動内容〕 

    ＊いじめ防止等の取組の検討・検証 

    ＊いじめ防止の観点から学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組 

     を体系的・計画的に行うため、いじめの早期発見の取組、早期対応の取組、いじめへ 

     の対応に係る教職員の資質能力向上を図るために校内研修などを実施します。 

 

３．いじめの未然防止 

 (1) いじめの特質等について、校内研修や職員会議を活用し、平素から教職員全員の共通理解 

   を図ります。 

 (2) 職員が生徒を一人の人間として尊重し、日頃から生徒の心に寄り添うことを心がけます。 
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 (3) 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進 

   により、生徒の社会性を育むとともに他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培 

   い、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養います。 

 (4) 授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう、一人ひとりを 

   大切にした分かりやすい授業づくりを進めます。 

 (5) 学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることので 

   きる機会をすべての生徒に提供し、自己有用感が高められるよう努めます。 

 (6) いじめは、学校や家庭だけの問題ではなく、すべての大人たちの問題として取り組む必要 

   があることから、日頃から家庭や地域との共通理解を図るため、開かれた学校づくりに努 

   めます。 

 

４．いじめの早期発見 

 (1) いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやけんか、ふざけあいを装 

   って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多くあり 

   ます。そこで、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階 

   から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に 

   認知するよう努めます。 

 (2) 生徒・保護者、教職員がいつでもいじめに関して相談できるよう、相談窓口を周知するた 

   めの工夫をするとともに、実態把握に努めます。 

    ①相談窓口の周知 

     ＊横須賀市教育委員会 こどもの悩み相談ホットライン：046-822-6522 

     ＊神奈川県立総合教育センターいじめ110番：0466-81-8111 

            （注）その他「いじめ問題の理解と対応」冊子参照 

     ＊学校への連絡先 046-833-4111 校務センター（職員室） 046-833-4038 

     ＊スクールカウンセラーのメールアドレス 「cnsl@ysh.ed.jp」 

    ②保健室だより、相談室だよりの発行 

    ③スクールカウンセラーの活用 

 (3) 定期的な学校生活アンケート調査を実施し、生徒の状況を客観的に把握することに努める。 

  アンケートについては、安心していじめを訴えられるように工夫（無記名等）します。 

   ①全日制は年３回（５月、６月…無記名、１２月）、定時制は１回（１０月） 

   ②個人面談（教育相談）を通じた学級担任による生徒からの聴き取り調査の実施 

    全日制は年４回（７月、９月、１１月、３月、定時制は７月、１０月、１月、３月） 

  〇相談・通報のあった事案は、「いじめ防止委員会」を通して情報共有に努めます。 
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５．いじめへの対処 

 (1) 発見・通報を受けた場合には特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応します。 

   そして、教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、 

   対応に当たります。 

 (2) 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見したら、その場でその行為をやめさせ 

   ます。また、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真 

   摯に傾聴し、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確 

   に関わりを持ちます。 

 (3) いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめ 

   を受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った児童生徒への指導とその保護者へ 

   の助言を継続的に行います。 

 (4) いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、 

   保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講じます。 

 (5) 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、学校は通報する義務があります。教 

   育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。 

 (6) 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようと言う 

   態度を育むようにします。 

 (7) インターネット上のいじめについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、 

   学校における情報モラル教育を進めるとともに、保護者に対してもネット上のいじめへの 

   理解を求めていきます。また、ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を 

   避けるため、保護者とともに直ちに削除する措置をとります。 

 (8) 特に配慮が必要な生徒に係るいじめについては、当該生徒の特性を踏まえ、日常的かつ継 

   続的な支援を行います。 

 (9) 具体的な対応については、横須賀市教育委員会「いじめ問題の理解と対応」冊子に則って 

   行います。 

 

６．重大事態への対応 

 

【重大事態の定義】 

  「重大事態」とは、法第28条第1項第1号において「いじめにより当該学校に在籍する児童 

 等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき」、第２号において 

 「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ 

 ている疑いがあると認めるとき」とされている。 

  

 重大事態が発生した場合は、国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に則り、
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次の対処を行います。 

 (1) 重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告します。 

 (2) 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置します。 

 (3) 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施します。 

 (4) 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実確認その他の必要な 

   情報を適切に提供します。 

 

 【指導体制の確認】 

 

いじめの認知 ⇒ 担任・年次代表 ⇒ 管理職 ⇒ いじめ防止委員会 ⇒ いじめ対策検討会議 

          ↓        ↓ 

         担任会      全教員         重大事案発生 

 

いじめ発覚 ⇒ 年次対応 ⇒ いじめ防止委員会対応 ⇒ 全校対応 ⇒ いじめ対策検討会議対応 

 

 



 

いじめ対応フローチャート（全日制）

 
 資料を残す              訴え        訴え           初期対応は慎重に！ 

  生徒のメモや手紙、保    児童・生徒                 保 護 者      いじめの判断は事実関 

護者からの相談などは日     相談員        本 人                 係と全体像が見えてから 

時を書いて保管しておく。    教 師    発見         発見    地 域      複数で判断する。また、 

                                                保護者からの訴えに対し、 

    担 任                 決めつけた言い方は誤解 

・個別に行う。                    その他職員                招くことがある。 

・５Ｗ１Ｈで時系列に記録 

 ・生徒の力関係を配慮する。                                                                                                                                                                           

 ・生徒に威圧と感じさせな                                                                                                                        

いようにする。                                                                       連 携                                                                                                                   

 

  職員会議で            管理職１、生活指導Ｇリーダー、生活指導Ｇ１、各年次１、         

共有する         養護教諭１、校長が必要と認めた職員（年次代表、学級担任等）          

                       ＜事実関係の究明＞ 

 教育委員会         当該生徒からの聞き取り・周囲生徒からの聞き取り                  家庭訪問               

  への報告              関係教師・その他の見立て、振り返り             

          

＜指導方針の決定＞       保護者 

                 校長、副校長、教頭、いじめ防止委員会委員           説明会 

 

  重大事案発生！ 

   ⇒いじめ対策検討会議へ 

 

   加害者への対応   被害者への対応   傍観者への対応   保護者への対応   地域・マスコミ 

    担  任       養護教諭・担任      年次・担任      生活指導Ｇ担当    への対応 

  生活指導Ｇ担当       カウンセラー           生活指導Ｇ担当           管 理 職      管 理 職 

   

 

                        ＜学級に対する指導＞ 

担任・副担任・年次・教科担任 

                    

 

                     ＜指導後の状況把握・継続支援＞ 

担任・副担任・養教・カウンセラー   

発
見 

 

  生徒への 

 対応 

 

 

  

 

 
いじめの認知（面談、アンケート、相談窓口） 

  

いじめ防止委員
会

 謝罪の場等を持つことに

より、今後、よりよい人間関

係が構築できるように援助

する。 

 担任と学級の生徒の人間

関係を考慮して、チームで対

応する。 

＊生徒の家庭での様子を丁寧 

 に聞き取る。 

＊事実確認で把握した状況に 

 ついて、丁寧に説明する。 

＊学校の指導方針を説明する。 

＊指導の経過報告や今後の対 

 応について報告をする。 

横須賀市立横須賀総合高等学校 

訴
え 

年 次 
迅速な対応 



 

いじめ対応フローチャート（定時制）

 
 資料を残す              訴え        訴え           初期対応は慎重に！ 

  生徒のメモや手紙、保    児童・生徒                 保 護 者      いじめの判断は事実関 

護者からの相談などは日     相談員        本 人                 係と全体像が見えてから 

時を書いて保管しておく。    教 師    発見         発見    地 域      複数で判断する。また、 

                                                保護者からの訴えに対し、 

    担 任                 決めつけた言い方は誤解 

・個別に行う。                    その他職員                招くことがある。 

・５Ｗ１Ｈで時系列に記録 

 ・生徒の力関係を配慮する。                                     

 ・生徒に威圧と感じさせな                                                                                                                       

いようにする。                                                                                                                                                                                          

 

  職員会議で             管理職１、生徒指導部、各年次１、養護教諭１、         

共有する          校長が必要と認めた職員（年次代表、学級担任等）          

                       ＜事実関係の究明＞ 

 教育委員会         当該生徒からの聞き取り・周囲生徒からの聞き取り                  家庭訪問               

  への報告              関係教師・その他の見立て、振り返り             

             

 ＜指導方針の決定＞           保護者 

                      校長、教頭、いじめ防止委員会委員         説明会 

重大事案発生！ 

 ⇒いじめ対策検討会議へ 

 

   加害者への対応   被害者への対応   傍観者への対応   保護者への対応   地域・マスコミ 

    担  任       養護教諭・担任      年次・担任      生徒指導部担当    への対応 

  生徒指導部担当       カウンセラー           生徒指導部担当           管 理 職      管 理 職 

   

 

                        ＜学級に対する指導＞ 

担任・副担任・年次・教科担任 

                    

 

                     ＜指導後の状況把握・継続支援＞ 

担任・副担任・養教・カウンセラー                 

発
見 

 

  生徒への 

 対応 

 

 

  

 

 
いじめの認知 

  

いじめ防止委員
会 

 謝罪の場等を持つことに

より、今後、よりよい人間関

係が構築できるように援助

する。 

 担任と学級の生徒の人間

関係を考慮して、チームで対

応する。 

・生徒の家庭での様子を丁寧

に聞き取る。 

・事実確認で把握した状況に

ついて、丁寧に説明する。 

・学校の指導方針を説明する。 

・指導の経過報告や今後の対

応について報告をする。 

横須賀市立横須賀総合高等学校 

訴
え 


